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   質屋営業の許可申請書等の様式の制定について 

 

 質屋営業の許可申請書等の電算登録化に伴い、見出しの様式を次のとおり定め、平成１４年３月４日か 

ら運用することとしたので誤りのないようにされたい。 

 なお、質屋営業、古物営業の許可申請書等の様式の制定について（昭和５０年２月例規（防）第２号） 

は、廃止する。 

記 

 

第１ 趣旨 

 質屋営業法（昭和２５年法律第１５８号）並びに質屋営業法施行規則（昭和２５年総理府令第２５号。 

以下「施行規則」という。）に基づく許可申請及び届出に関し、事務の合理化を図るため様式を定めるも 

のとする。 

第２ 様式 

 次に掲げる許可申請書等の様式は、次のとおりとする。 

１ 質屋許可申請書 別記様式第１号 

２ 営業内容の変更許可申請書 別記様式第２号 

３ 営業内容の変更届出書 別記様式第２号 

４ 許可証の書換申請書 別記様式第２号 

５ 廃業届出書 別記様式第３号 

６ 休業届出書 別記様式第３号 

７ 死亡届出書 別記様式第３号 

８ 許可証の返納理由書 別記様式第３号 

９ 許可証亡失・盗難届出書 別記様式第４号 

10 再交付申請書 別記様式第４号 

11 質屋営業質物保管設備変更届 別記様式第５号  

 

 別記様式


